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  大阪市人事委員会勧告に係る勤務労働条件の改善を求める要求書 

 

 平素は、市教組の活動にご支援・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、大阪市人事委員会は、9月 29日、大阪市会議長ならびに大阪市長に対

して、職員の給与に関する報告及び勧告を行いました。 

 これを受けて、市労連（市教組）は、市当局に対して人事委員会勧告の完全

実施を求めていくとしています。 

 また、市教組は、組合員の勤務労働条件の改善を求めて、教育委員会に対し

て下記のとおり要求しますので、教育委員会の誠意ある回答を求めます。 

 

                 記 

 

１、人事委員会勧告による給料表の引き上げ改定を完全実施すること。 

  また、行政職をはじめ教育職給料表（幼稚園教員給料表を含む）について 

  は、すべての号給において給与改定を行うこと。 

 

２、人事委員会勧告では、「誰もが安心して出産・子育てをすることができる 

  職場環境づくりに取り組む必要がある」としていることから、育児短時間 

  勤務制度や部分休業等において対象児童年齢の引き上げを行うなど、子育 

  てにおける勤務労働条件の改善を行うこと。 

 

３、人事委員会勧告では、「人事評価制度については、相対評価で下位区分と 

  評価される基準を明確にする等の更なる制度の見直しに取り組むこと」と 

  していることから、学校事務職員の人事評価について、抜本的に改善を行 

  うこと。 

    また、人事評価は、絶対評価とし給料等に反映させないこと。 

             

                                         以上 


